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水害ハザードマップ作成チェックシート 

 

水害ハザードマップの作成等に当たり、下記のチェック項目及び参照すべき事例について、

確認して下さい。 
 

分類 チェック項目 
参照すべき

事例 
チェック欄 

1：想定最大規模の水害に係る浸水想定区域と浸水深（洪水、内

水、高潮）及び津波災害警戒区域と津波基準水位（津波）に

ついて 

  

 ① 国・都道府県または市町村から提供される浸水想定に

関するデータを用いて、20ｍ、10ｍ、5ｍ、3ｍ、0.5

ｍを境界とした 6 段階の区分を標準として適切に浸

水深を色分けしているか。 

 □ 

② 津波災害警戒区域指定済みの市町村では、浸水深に代

えて津波基準水位(浸水予測に基づく浸水深に建築物

等への衝突によって生じる津波の浸水上昇(せき上

げ)を加えた水位）を用いているか。 

事例１ □ 

２：土砂災害警戒区域について（洪水、内水、高潮、津波）   

 ① 洪水、内水、高潮、津波と同時に発生する可能性が高

い土砂災害等の危険箇所について、土砂災害警戒区域

をハザードマップの地図上に表示しているか。 

事例２ □ 

② 土砂災害警戒区域について、視認性を確保するなどの

ために地図上に明記できない場合、情報・学習編に必

要な情報を明記するなどの措置を講じているか。 

事例３ □ 

３：早期の立退き避難が必要な区域について（洪水、内水、高

潮） 
  

 ① 人命・身体に直接影響を及ぼす可能性がある家屋倒壊

等氾濫想定区域や浸水深が大きい区域等を「早期の立

退き避難が必要な区域」として設定しているか。 

 □ 

② 設定した「早期の立退き避難が必要な区域」とその区

域における避難行動の説明を地図上に簡潔に示して

いるか。 

事例４ □ 
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 ③ 「早期の立退き避難が必要な区域」とその区域におけ

る避難行動の説明を地図上に簡潔に明記できない場

合、情報・学習編に必要な情報を明記するなどの措置

を講じているか。 

事例５ □ 

４：避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に

関する事項について（洪水、内水、高潮、津波） 
  

 ① アンダーパスや過去に浸水の実績がある浸水常襲箇

所、小河川の横断箇所、地震時に家屋倒壊や火災発生

で通行不可能となるおそれがある木造密集市街地等

についての情報を収集しているか。 

 □ 

② 住民等が避難場所等へ避難する際、危険箇所や注意を

要する場所（アンダーパスや過去に浸水の実績がある

浸水常襲箇所、小河川の横断箇所、地震時に家屋倒壊

や火災発生で通行不可能となるおそれがある木造密

集市街地等）について地図上に明示しているか。 

事例６ □ 

③ 危険箇所や注意を要する場所（アンダーパスや過去に

浸水の実績がある浸水常襲箇所、小河川の横断箇所、

地震時に家屋倒壊や通行不可能となるおそれがある

木造密集市街地等）について、地図面の視認性が確保

されにくい場合、地図面を市町村全域ではなく地区ご

とに作成して記載する、又は情報・学習編に明示する

などの措置を講じているか。 

事例７ 

事例８ 

□ 

④ 津波に係る水害ハザードマップにおいては、住民等が

避難すべき方向や避難経路等を地図上に記載してい

るか。 

事例９ □ 

⑤ 水害時に使用する避難場所等を地図上に表示してい

るか。浸水想定区域に避難場所等を設定せざるを得な

いときは、「○階が使用可能」等、避難場所等の利用

条件を地図上又は情報・学習編に明示しているか。 

事例１０ 

事例１１ 

□ 

５：地下街等(建設予定又は建設中を含む）、要配慮者利用施

設、大規模工場等について（洪水、内水、高潮） 
  

 ① 市町村地域防災計画に定められた浸水想定区域内に

存在する地下街等（建設予定又は建設中を含む）、要

配慮者利用施設、大規模工場等について、名称及び所

在地を地図上に明示しているか。 

事例１２ □ 

② 地下街等（建設予定又は建設中を含む）、要配慮者利

用施設、大規模工場等について、視認性を確保するな

どのために地図上に明記できない場合、情報・学習編

に必要な情報を明記するなどの措置を講じているか。 

事例３ 

事例１３ 

□ 
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６：水位観測所等の位置（映像が提供されるＣＣＴＶカメラ等

を含む）について（洪水、内水、高潮） 
  

 ① 河川水位や下水道水位、潮位等の情報が提供される水

位観測所や国、都道府県、市町村等で設置しているＣ

ＣＴＶカメラ等の位置と名称について把握している

か。 

 □ 

② 河川水位や下水道水位、潮位等の情報が提供される水

位観測所等の位置と名称は地図上に明示しているか。 
事例１４ □ 

③ テレビ、インターネットで河川映像等が提供されるＣ

ＣＴＶカメラ等の位置と名称について地図上に明示

しているか。 

事例１４ □ 

④ 水位観測所やＣＣＴＶカメラの位置、名称について、

地図面の視認性が確保されにくい場合、地図面を市町

村全域ではなく地区ごとに作成して記載する、又は情

報・学習編に明示するなどの措置を講じているか。 

事例１５ 

事例１６ 

□ 
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○ 津波基準水位の記載方法について 

○津波ハザードマップの地図面に津波基準水位が記載されている事例 

   津波災害警戒区域指定済みの区域に対し、浸水深に代えて津波基準水位(浸水予測に基づく

浸水深に建築物等への衝撃によって生じる津波の浸水上昇(せき上げ)を加えた水位）を用い

ている。合わせて、基準水位の詳細な説明を明示している。 

 

 

出典：名古屋市ホームページ 

（https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000154012.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例１ 
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○ 土砂災害警戒区域等の記載方法について 

○地図面に土砂災害警戒区域が記載されている事例 

 
 

 

出典：玉名市ホームページ 

（https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/102/16409.html） 

 

 

 

事例２ 
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○ 土砂災害警戒区域等の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合の記載事例 

土砂災害ハザードマップのホームページ URL を記載するとともに、土砂災害警戒区域を確

認する必要があることについての情報を提供している。（土砂災害ハザードマップの他、要配

慮者利用施設の情報を掲載するホームページの URL 等も掲載している。） 

 

 
出典：津市ホームページ 

（https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1680004993624/index.html） 

事例３ 
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○ 早期の立退き避難が必要な区域の記載方法について 

○地図面に早期の立退き避難が必要な区域を記載した事例 

 

 

出典：野洲市ホームページ 

（https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kikikanri/bousaimap/index.html） 

事例４ 
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○ 早期の立退き避難が必要な区域の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合の記載事例 

 情報・学習編において、家屋倒壊等氾濫想定区域は、早期の立退き避難が必要であることを

記載している。また、浸水深や建物の構造の条件によっては、立退き避難が必要であることを

記載している。 

 

出典：彦根市ホームページ 

（https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/17/11360.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例５ 
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○ 危険箇所や注意を要する場所の記載方法について 

○地図面にアンダーパスを明示した事例 

地下道（アンダーパス）の凡例を設定し、所在地を地図面に明示している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大田区ホームページ 

（https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/suigai/hazardmap.html） 

 

【アンダーパス等についての情報収集の参考となるホームページ】 

・道路防災情報 WEB マップ(国土交通省) 

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/ 

・関東地域における道路冠水注意箇所マップ（関東地方整備局 HP） 

 https://www.ktr.mlit.go.jp/road/bousai/road_bousai00000001.html 

・その他、県や市区町村の道路部局等で道路冠水箇所を公開している場合がある。 

事例６ 
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○ 危険箇所や注意を要する場所の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合のアンダーパスの記載事例 

  地図面を市町村全域ではなく地区ごとに作成し、アンダーパスを記載することで地図面の視

認性を確保している。 

 

 

 
出典：横浜市ハザードマップ 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/map/flood-

hmap.html） 

事例７ 
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○ 危険箇所や注意を要する場所の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合のアンダーパスの記載事例 

  アンダーパスの所在地の一覧表を情報・学習編に掲載している。 

 
出典：鹿沼市ホームページ 

（https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0565/info-0000008383-1.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例８ 
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○ 住民等が避難すべき方向や避難経路等の記載方法について 

○地図面に避難経路を記載した事例 

津波ハザードマップの地図面に、避難すべき方向について、矢印を用いて表示している。 

 
 

 
出典：坂出市ホームページ 

（https://www.city.sakaide.lg.jp/site/bousai/tunamimap.html） 

 

 

 

 

 

事例９ 
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○ 避難場所等の利用条件の記載方法について 

○地図面に避難場所等の利用条件を明示した事例 

 浸水時の避難場所ごとの利用可能な階について、色別に分類して地図面に明示している。 

 

 

  

出典：江戸川区ホームページ 

（https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/kanrenmap/n_hazardmap.html） 

事例１０ 
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○ 避難場所等の利用条件の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合の記載事例 

 避難場所ごとに対応する災害種別や利用可能な階、所在地等について、情報・学習編に一覧

表で掲載している。 

 
出典：名寄市ホームページ 

（http://www.city.nayoro.lg.jp/section/bousai/prkeql000000aql5.html） 

事例１１ 
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○ 地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等の名称及び所在地の記載方法について 

○地図面に要配慮者利用施設の名称と所在地を明示した事例 

 

 

   
出典：藤岡市ホームページ 

（https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/somubu/chiikianzen/1/3/990.html） 

 

 

 

 

事例１２ 
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○ 地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等の名称及び所在地の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合の記載事例 

 要配慮者利用施設の名称および所在地の一覧表を情報・学習編に掲載している。 

 
出典：防府市ホームページ 

（https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/2/hazardmap.html） 

 

 

 

事例１３ 
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○ 水位観測所の位置等の記載方法について 

○地図面に水位観測所と CCTV カメラの位置及び名称を明示した事例 

 
 

  
 

出典：一関市ホームページ 

（https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/12,155567,64,html） 

 

【水位観測所、CCTV カメラについての情報収集の参考となるホームページ】 

・川の防災情報（国土交通省 HP） 

 https://www.river.go.jp/index 

事例１４ 
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○ 水位観測所の位置等の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合の記載事例 

地図面を市町村全域ではなく地区ごとに作成し、水位観測所や CCTV カメラの位置及び名称

を記載することで地図面の視認性を確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川崎市ホームページ 

（https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000018174.html） 

事例１５ 
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○ 水位観測所の位置等の記載方法について 

○地図面の視認性が確保されにくい場合の記載事例 

情報・学習編に水位観測所や CCTV カメラの位置及び名称や水位、映像などが確認できるサ

イトの２次元バーコードを記載し、情報の提供を行っている。 

 

出典：五城目町ホームページ 

（https://www.town.gojome.akita.jp/bosai-anzen/bosai/hazardmap/1473） 

 

事例１６ 


